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諮問庁：国土交通大臣 

諮問日：平成２９年３月２９日（平成２９年（行情）諮問第１１２号） 

答申日：平成３０年３月１４日（平成２９年度（行情）答申第５２２号） 

事件名：特定鉄道事業者の特定鉄道車両の導入に係る車両の構造装置変更確認

申請書等の一部開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

 別紙の１に掲げる文書（以下，特定鉄道車両Ａに関するものを「本件請

求文書１」といい，特定鉄道車両Ｂに関するものを「本件請求文書２」と

いい，併せて「本件請求文書」という。）の開示請求につき，別紙の２に

掲げる文書１及び文書２（以下，併せて「本件対象文書」という。）を特

定し，一部開示した各決定について，諮問庁が別紙の３に掲げる文書を対

象として改めて開示決定等をすべきとしていることは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，関東運輸局長（以下「処分庁」とい

う。）が行った平成２８年５月３１日付け関総総第５３号による一部開示

決定及び同第５４号による開示決定（以下，順に「処分１」及び「処分

２」といい，併せて「原処分」という。）について，取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由及び内容は，審査請求書の記載に

よると，おおむね以下のとおりである。 

（１）原処分を取り消し，下記のアないしキに示すことを行うよう求める。 

ア 「開示請求対象であって開示すべきであるにもかかわらず，原処分

にて不開示を決定した情報」について，開示決定措置をした上で，情

報を開示すること。 

イ 「開示請求対象であって，適正な不開示理由を示さぬままに原処分

にて不開示を決定した情報」について，開示決定措置をした上で情報

を開示するか，あるいは「適正な不開示理由を示した不開示決定措

置」をすること。 

ウ 「開示請求対象であるにもかかわらず，開示・不開示決定等がされ

ず未処分となっている情報」について，開示決定措置をした上で情報

を開示するか，あるいは不開示決定措置をすること。 

エ 開示・不開示決定措置等は，法９条に基づき行うこと。 
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オ 国土交通大臣は，内閣府情報公開・個人情報保護審査会による答申

「平成２７年度（行情）答申第３０１号」にて開示すべきとされた情

報について「平成２７年１０月５日付国鉄安第４０号」にて開示する

と決定をしたが，それは行政不服審査法４７条３項に基づく決定であ

り，法に基づく開示決定をしなかった。「答申により開示すべきとさ

れた情報について，行政不服審査法に基づく決定のみをし，法に基づ

く開示決定をしなかった国土交通大臣の行為」は，「法９条に保障さ

れた開示・不開示決定等をされ，かつ，その通知を受ける権利，行政

不服審査法６条に保障された異議申立をする権利，法１８条に保障さ

れた審査会に諮問をされる権利，情報公開・個人情報保護審査会設置

法６条に保障された審査会に調査審議をされる権利等」を妨げる違法

な行為であった。よって，本審査請求に係り行政不服審査法に基づく

決定（裁決等を含む）をする際は，開示・不開示する旨の決定ではな

く，「原処分を取り消す（原処分を取り消し，新たに法９条に基づく

開示・不開示決定等をする）」旨の決定を行うこと。 

なお，適正な手続きの一例を示すと，行政不服審査法に基づく決定

「平成２７年７月２７日付気総第１１９号」にて気象庁長官は，

「平成２７年度（行情）答申第２１７号」に沿って「原処分を取り

消す」と判断し，新たに法９条に基づく開示決定をした上で情報を

開示している。 

カ 原処分にて教示を行うことが必要だった事項について，適切な教示

を行うこと。 

キ 上記の他，下記にて求めることを行うこと。 

（２）処分１について 

ア 特定鉄道車両ａの車体図面について 

鉄道事業法１３条２項に基づく確認手続に係る申請では，変更前と

変更後の図面が添付されることになっていると考えられるが，処分

１にて開示された文書には「変更後の特定鉄道車両Ａの車体図面」

が含まれるものの，「変更前の特定鉄道車両ａの車体図面」は含ま

れていなかった。 

特定鉄道車両ａから特定鉄道車両Ａへの変更に際しては，「運転操

作に影響を与える可能性のある，車体形状や前照灯位置など車両前

頭部のデザインの大幅な変更」のほか，「客用扉の外吊り式から戸

袋収納式への変更（戸袋収納式ドアの特定鉄道車両ａから特定鉄道

車両Ａへ変更した車両は存在せず，特定鉄道車両Ａの全車が外吊り

式から戸袋収納式へ変更している）」や「客用扉の外吊り式から戸

袋収納式への変更に伴う車体断面形状の変更（特定鉄道車両ａから

特定鉄道車両Ａへ変更した車両は存在せず，特定鉄道車両Ａの全車
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が車体断面形状を変更している）」，「２つの車両（車体）に跨る

台車の２点支持から４点支持への変更に伴う，枕バネより上側の車

体重量が集中する，強度的に最も重要な台車取付部分の車体構造の

変更」，「バリアフリー性など乗客の乗降の安全性に影響を与える

可能性のある，床面の高さの変更に伴う車体構造寸法の変更（開示

文書１０枚目に低床化が明記されている）」など，車体の重要部分

の形状と構造について，かなり大掛かりな変更が実施されており，

変更前の車体図面の添付の必要性が高いと考えられる。 

よって，当該図面が存在する可能性が否定し得ないことから，こ

れを探し開示すること（存否を再確認し開示・不開示決定等を行う

こと）を求める。 

イ 特定鉄道車両ａのＡＴＣに係る図面について 

開示文書１１枚目には，運転保安設備について「特定鉄道車両ａに

搭載していたＡＴＳ（自動列車停止装置）とＡＴＣ（自動列車制御

装置）のうち，ＡＴＣを撤去する変更をする」旨が記載されている

が，開示文書以外に「当該変更に係り添付が必要な図面等」が存在

する可能性があるため，これを探し開示すること（存否を再確認し

開示・不開示決定等を行うこと）を求める。 

ウ 運転操作機器の配置図について 

国土交通大臣は平成２８年５月３１日付国広情第８４号及び同第８

７号（以下「別件処分」という。）にて，鉄道事業法１３条に基づ

く確認手続に係る２つの起案文書（「特定鉄道事業者Ｃの特定鉄道

車両Ｃ」及び「特定鉄道事業者Ｄの特定鉄道車両Ｄ」に係る文書）

を開示した。双方ともに「運転保安設備を含む運転操作機器」の配

置を詳細に明示した図面が開示文書に含まれていた。 

処分１にて開示された特定鉄道車両Ａの文書には「運転操作機器の

配置図」が含まれていないが，「旅客営業運転を予定せずその実績

もない，純粋に技術開発・試験を目的として製作された試作車であ

る特定鉄道車両ａ」と「当初から旅客営業運転を予定しその実績も

ある特定鉄道車両Ａ」では，運転操作機器の配置等が変更されてい

ると推定される。 

また先述のとおり，「特定鉄道車両ａに搭載していたＡＴＣ」を特

定鉄道車両Ａが搭載しないことが開示文書１１枚目に記載されてお

り，少なくとも「ＡＴＣを含む運転保安設備」の運転操作機器につ

いて，特定鉄道車両ａと特定鉄道車両Ａでは変更がされているはず

である。 

よって，運転操作機器の変更に伴い添付が必要な「運転操作機器の

配置図（変更前の特定鉄道車両ａと変更後の特定鉄道車両Ａの双方
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の図面）」が存在する可能性があるため，これを探し開示すること

（存否を再確認し開示・不開示決定等を行うこと）を求める。 

 （３）処分２について，「特定鉄道車両Ｂの確認文書」が廃棄されている場

合について 

ア 「特定鉄道車両Ｂの確認文書」を収めていたファイルが特定されて

いないことについて 

処分庁は，処分２にて２枚の文書を開示した。１枚は行政文書ファ

イル「平成１５年度車両の確認」に係る情報を記載した文書，もう

１枚は行政文書ファイル「平成１５年度車両の確認－２」に係る情

報を記載した文書である。 

処分庁が「２つの行政文書ファイル」に係る２枚の文書を開示した

のは，鉄道事業法１３条に基づく，特定鉄道車両Ｂの確認手続に係

る文書を「平成１５年度車両の確認」と「平成１５年度車両の確認

－２」のどちらの行政文書ファイルに収めていたのか，処分庁自身

が把握していないことが理由である可能性がある。仮にそれが事実

であるとすれば，処分庁は必要に応じて文書を正確に特定できるよ

う日頃から適切に文書管理を行い，法に基づく開示請求があれば文

書を正しく特定して開示・不開示決定等を行う義務を果たしていな

いこととなり，審査請求人は開示決定されてなお，特定鉄道車両Ｂ

の確認文書を収めていた行政文書ファイルがどのファイルであった

のか正確に知る権利を違法に妨げられていることになる。  

開示請求対象文書（ファイル）を正確に特定せずに開示決定をした

処分２は違法な処分であり，よって，原処分を取り消した上で，特

定鉄道車両Ｂの確認文書を収めていた行政文書ファイルを正しく特

定し，改めて開示・不開示決定等を行うことを求める。 

イ 開示文書が開示請求対象ではない可能性について 

（ア）「公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿」と異なる可能性につい

て 

処分２にて開示された２枚の文書には，保存期間満了時期が平成

２６年３月３１日である旨と保存期間満了時の措置が廃棄である旨

が記載されているものの「廃棄した事実」や「廃棄した年月日」等

が記載されておらず，審査請求人が開示請求書に記した「公文書等

の管理に関する法律施行令の別表の３３が「行政文書ファイル等の

移管又は廃棄の状況が記録された帳簿」と示す文書（以下，第２に

おいて「公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿」という。）に該当

しない疑いがある。 

保存期間満了時期が平成２６年３月３１日のファイルを公文書等

の管理に関する法律が施行された平成２３年４月１日以降に廃棄し
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たのであれば，公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿が作成されて

いるはずであり，よって，原処分を取り消した上で，当該帳簿を正

しく特定し，改めて開示・不開示決定等を行うことを求める。 

（イ）「行政文書ファイル管理簿である疑い」について 

後述のとおり，行政文書ファイル「平成１５年度車両の確認」及

び「平成１５年度車両の確認－２」（以下，第２において「処分庁

提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」という。）は，現在

も行政文書ファイル管理簿に記載されている（ｅ－ｇｏｖ検索でヒ

ットする）。 

ｅ－ｇｏｖ検索でヒットするということは，廃棄されていない疑

いがあるということであるが，一先ずそれは置くとして，その登載

情報から「開示された文書が行政文書ファイル管理簿である可能

性」が考えられる。 

資料１と２（後述）に示す「行政文書ファイル管理簿の登載情報

（ｅ－ｇｏｖの公開情報）」と開示文書の記載情報はほぼ一致して

おり，「西暦と元号などの記載方法の違い」も，国民に公開されて

いるｅ－ｇｏｖシステムと，国土交通省が業務で使用しているネッ

トワークシステムやパソコン端末機器，端末の作業環境設定等との

違いにより発生する軽微な相違であるとしても不自然ではないと考

えられ，「開示された文書が行政文書ファイル管理簿である疑い」

が否定し得ない。 

開示請求書には，開示を求める文書として「行政文書ファイル管

理簿」も記載しているが，それは公文書管理法施行令別表３３廃棄

帳簿及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の別表

第２の３のトが「取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文

書の廃棄若しくは移管の状況が記された帳簿」として示していた文

書（以下，第２において「法施行令別表第２の３のト帳簿」とい

う。）が存在しない場合に限られるのであり，「処分庁提示特定鉄

道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」が廃棄されていない場合や，廃

棄されている場合であって公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿又

は法施行令別表第２の３のト帳簿が存在する場合は，行政文書ファ

イル管理簿は開示請求対象ではない。 

「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」を，公文

書管理法が施行された平成２３年４月１日以降に廃棄したのであれ

ば，公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿が作成されているはずで

あり，行政文書ファイル管理簿は開示請求対象ではないから，開示

された文書が行政文書ファイル管理簿であるなら，処分２は，開示

請求対象ではない文書を開示決定し，かつ，開示請求対象文書を開
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示・不開示決定等しなかった違法な処分ということになる。 

よって，原処分を取り消した上で，「行政文書ファイル管理簿以

外の文書」を開示請求対象として正しく特定し，改めて開示・不開

示決定等を行うことを求める。 

なお，開示請求対象ではない行政文書ファイル管理簿を開示決定

した理由については，「公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿」が

どのようなものであるか知られたくない処分庁が「処分庁提示特定

鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」の登載情報が残っている行政

文書ファイル管理簿を身代りとして開示した可能性などが疑われる。 

ウ 原帳簿が紙媒体の場合について 

処分庁は，処分２にて紙媒体２枚の文書を開示した。しかし，開示

された２枚が公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿の一部であって，

その原帳簿が紙媒体の場合は，開示請求書の記載により，当該帳簿

のうち１枚目から２００枚目，及び当核帳簿のうち「特定鉄道車両

Ｂ確認文書の廃棄に係る情報」を記載したページ（ただし，１枚目

から２００枚目に当該ページが含まれない場合に限る），及び当該

帳簿から「収められた行政文書」を除いた部分（ファイルに収めら

れた文書の目録等）のうち１枚目から１０枚目，及び「行政文書フ

ァイル管理簿に登載されている当該帳簿の情報（当該帳簿の名称，

分類，保存期限等），及びその他の当該帳簿の文書管理に係る情

報」等が記載されているファイルの表紙等のうち１枚目から１０枚

目が開示・不開示決定等されなければならない。 

よって，原処分を取り消した上で，当該帳簿のうち開示請求対象の

部分を正しく特定し，改めて開示・不開示決定等を行うことを求め

る。 

エ 原文書が電磁的記録の場合について 

処分庁は，処分２にて紙媒体の２枚の文書を開示した。しかし，開

示された２枚の文書には長方形で囲まれた「閉じる」との記載があ

り，当該記載は，パソコン画面等において表示されている情報や小

画面（ウィンドウ画面）を，パソコン画面等に表示させないように

する操作のための「閉じるボタン」であるように見受けられる。こ

れにより，開示された２枚の文書は「パソコン画面等に表示されて

いる情報をプリントアウトしたものである可能性」がある。 

また，開示された紙媒体の文書では，１枚の文書に１つの行政文書

ファイルの情報しか記載されておらず，公文書管理法施行令別表３

３廃棄帳簿は，「廃棄された行政文書ファイルの数」と同じ枚数の

文書を収めているとすれば，当該帳簿は相当に大量の文書を収めて

いることになり，「行政文書のうち，特に帳簿類」について電子化
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の進んだ現代の行政事務としては不自然である。 

上記により，開示された２枚の文書が，通常は処分庁が紙媒体で保

有しているものではなく，データベース等に収められた情報を「開

示請求と処分２に係る手続」のためにプリントアウトしたものであ

って，原帳簿が電磁的記録である可能性が否定し得ない。 

開示された２枚が公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿の一部であ

って，その原帳簿が電磁的記録の場合は，開示請求書の記載により，

「当該帳簿を個別ファイルとして保有しているならばそのファイル。

個別ファイルではなく，データベース等としてサーバシステム上に

情報を保有しているのなら，１つのファイルとして開示できる最大

の範囲を出力したファイル（ただし，出力可能範囲が複数の課等に

及ぶほど広い場合は１つの課等を上限とする）」が開示・不開示決

定等されなければならない。 

また，電磁的記録を開示する場合は，開示請求書の記載により「エ

クセル形式。エクセル形式で出力できない場合はＰＤＦ形式。両形

式ともに出力できない場合は，一般的なＷｉｎｄｏｗｓ環境で閲覧

可能であって，かつ，出力可能なもののうち最も普及しているファ

イル形式」で出力して開示しなければならない。 

よって，原帳簿が電磁的記録の公文書管理法施行令別表３３廃棄帳

簿であるならば，原処分を取り消した上で，当該帳簿のうち開示請

求対象の部分を正しく特定し，改めて開示・不開示決定等を行った

上で，開示請求書に記載したファイル形式により電磁的記録の開示

を行うことを求める。 

（４）処分２について，「特定鉄道車両Ｂの確認文書」が廃棄されていない

場合について 

処分庁は，処分２にて，「特定鉄道車両Ｂの確認文書」は廃棄された

としているが，下記の理由により存在している可能性が否定し得ないた

め，原処分を取り消した上で「特定鉄道車両Ｂ確認文書」を探し開示す

ること（存否を再確認し開示・不開示決定等を行うこと）を求める。 

ア 開示文書には「廃棄した事実」の明示がないことについて 

前述のとおり，処分庁が開示した文書には「廃棄した事実」や「廃

棄した年月日」等が記載されていない。 

また，「保存期間満了時期が平成２６年３月３１日である旨」と

「保存期間満了時の措置が廃棄である旨」が記載されているものの，

これらは，現在も保有されている全てのファイルに定められている

項目であって，行政文書ファイル管理簿に登載されている情報（ｅ

－ｇｏｖで確認可能）であり，当該記載があるからといって，その

ファイルが廃棄済である証拠とはならない。 
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よって，開示文書は，文書の廃棄を記録した文書としては不備のあ

るものであり，「特定鉄道車両Ｂの確認文書」が廃棄された証拠と

なる文書とは認め難い。 

イ 開示文書が公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿ではない疑いにつ

いて 

前述のとおり，処分庁が開示した文書は「公文書管理法施行令別表

３３廃棄帳簿」ではない疑いがある。当該帳簿を開示しなかったの

は，「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」を廃棄

しておらず，これを登載した公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿

が存在しなかったためである可能性が否定し得ない。 

ウ ｅ－ｇｏｖで検索ヒットすることについて 

「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」は，現在

（審査請求時点）においても行政文書ファイル管理簿に登載されて

いる。 

審査請求人がｅ－ｇｏｖ（電子政府の総合窓口）にて，「検索対象

（省庁）の選択」にて「国土交通省」のチェックボックスにチェッ

クを入れ，「平成１５年度車両の確認」のキーワードで検索をした

ところ，３件の行政文書ファイルがヒットした。当該検索結果の表

示面画をプリントアウトしたのが資料１，当該３件の詳細情報の表

示画面をプリントアウトしたのが資料２である。ヒットした３件の

ファイルのうち２件は処分庁鉄道部技術第二課の「平成１５年度車

両の確認」及び「平成１５年度車両の確認－２」，残る１件が中部

運輸局鉄道部技術課の「平成１５年度車両の確認」であり，「現在

もｅ－ｇｏｖの行政文書ファイル管理簿で検索ヒットする」という

ことは，現在も廃棄されていないか，少なくとも平成２７年度末

（平成２８年３月３１日）までには「行政文書ファイル管理簿にお

けるファイル廃棄に係る事務（行政文書ファイル管理簿から，廃棄

されたファイルの情報を削除する事務）」がされていないというこ

とである。 

ｅ－ｇｏｖの登載情報（資料１と２）と開示文書のどちらとも，

「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」の保存期間

満了時期が平成２６年３月３１日であるとしているが，そうである

なら当該ファイルは平成２６年度末（平成２７年３月３１日）まで

に廃棄された上で，遅くとも平成２７年度末（平成２８年３月３１

日）までには行政文書ファイル管理簿から削除されることになる。

しかし現在もｅ－ｇｏｖで検索ヒットすることから，平成２６年度

末（平成２７年３月３１日）までには廃棄されていないはずであり，

保存期間が少なくとも１年延長されているはずである。 
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保存期間が少なくとも１年延長されており，かつ，現在もｅ－ｇｏ

ｖで検索ヒットすることから，「処分庁提示特定車両Ｂ確認文書収

容ファイル群」は，保存期聞が２年以上延長され，現在も廃棄され

ていない可能性が否定し得ない。 

エ 「偽装工作として行政文書ファイル管理簿を開示した疑い」につい

て 

前述のとおり，処分庁が開示した文書は行政文書ファイル管理簿で

ある疑いがある。開示請求書の記載により「処分庁提示特定鉄道車

両Ｂ確認文書収容ファイル群」が廃棄されている場合は，公文書管

理法施行令別表３３廃棄帳簿が開示されなければならないが，「処

分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイル群」が廃棄されてい

ないとすれば，当然に「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容フ

ァイル群」を登載した公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿など存

在するはずがない。 

その上で処分庁が「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容ファイ

ル群」が廃棄されず存在している事実を秘匿したいとすれば，公文

書管理法施行令別表３３廃棄帳簿以外の帳簿の文書，あるいは処分

２のために処分庁が捏造した文書を開示するしかない。そこで処分

庁が公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿以外の帳簿である行政文

書ファイル管理簿を，公文書管理法施行令別表３３廃棄帳簿の身代

わりとして開示したとすればつじつまがあう。 

上記のとおり，処分庁が開示したのが，開示請求対象ではない行政

文書ファイル管理簿であるとすれば，それは「処分庁提示特定鉄道

車両Ｂ確認文書収容ファイル群」が廃棄されず存在している事実を

秘匿するための偽装工作である可能性が否定し得ない。 

オ 「欠陥モノレール暴走事故」に係る重要文書であることについて 

特定日Ｘ，特定鉄道車両Ｂが「下り列車」として運行中に急加速し

て停止信号を冒進し，進路の開通していない分岐器に衝突する事故

が発生した。対向の上り列車が接近していたが，非常ブレーキにて

下り列車１９ｍ手前で停止し，正面衝突は辛うじて回避された。 

下り列車の運転士はマスコンを力行位置としておらず，さらに非常

ブレーキと保安ブレーキを使用して列車を停止させようとしたが，

分岐器に衝突するまで停止させることができなかった。自動車に例

えると，「アクセルから足を離しているにもかかわらず自動車が急

加速し，フットブレーキを強く踏んだ上でサイドブレーキを引いて

も自動車が止まらず，赤信号を突破して交差点に侵入し，信号機の

柱に衝突してようやく停止した」ような事故であった。 

事故の原因は，モーターを制御するＶＶＶＦインバータが誤動作を



 

 10 

起こして暴走したためであり，制御プログラムの不備も暴走した一

因であった。これらの欠陥があったとしても，ソフトウェアの処理

異常が発生した場合に確実に主回路を遮断できる方法（運輸安全委

員会委員長による特定日Ｙ付運委参第１２４号「特定鉄道事業者Ｂ

における鉄道物損事故に係る意見について」より）を実行できるよ

うな運転操作方法を用意していれば列車を停止させることができた

が，特定鉄道車両Ｂは事故当時に運転操作によって確実に主回路を

遮断できる設計とはなっていなかった。 

「特定鉄道車両Ｂの確認文書」は，ソフトウェアの処理異常により

モーターが暴走して列車が急加速した際に，運転士が主回路を遮断

することができないという致命的欠陥を抱えた特定鉄道車両Ｂの設

計が妥当であると処分庁が確認した行政上の重要文書である。また

「どのような設計の不備により欠陥が生じたのか」及び「どのよう

な設計上の欠陥があれば列車暴走という重大事故を発生させ得るの

か」という技術上の重要情報が記載された文書である。 

「特定鉄道車両Ｂの確認文書」は，「行政及び技術に係る重要情報

が記載された，長期保存の必要性が極めて高い重要文書」であって，

かつ，「処分庁が秘匿したい動機が高いと考えられる文書」である

から，処分庁が重要文書として廃棄せず現在も保有し，かつ，違法

に秘匿している可能性が否定し得ない。またその場合，「特定鉄道

車両Ｂの確認文書」を「処分庁提示特定鉄道車両Ｂ確認文書収容フ

ァイル群」から他のファイルへ移した上で保有している可能性も考

えられる。 

（本答申では添付資料は省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求について 

（１）本件開示請求は，法に基づき，処分庁に対し，別紙の１に掲げる文書

の開示を求めてなされたものである。 

（２）本件開示請求を受けて，処分庁は，文書１を特定し，法５条１号及び

２号イに該当する部分を不開示とする一部開示決定（処分１）を行い，

併せて文書２を特定し，その全部を開示する決定（処分２）を行った。 

（３）これに対し，審査請求人は，原処分を取り消すべきとして国土交通大

臣（諮問庁）に対し，本件審査請求を提起した。 

２ 審査請求人の主張について 

審査請求人の主張は，審査請求書によると，おおむね以下のとおりであ

る。 

（１）図面等について 

文書１には，鉄道事業法１３条に基づく確認手続において，添付され
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ている可能性があると考えられる図面等が含まれていなかった。これら

を探し開示することを求める。 

（２）開示文書が開示請求対象ではない可能性について 

   文書２には，「廃棄した事実」や「廃棄した年月日」等が記載されて

おらず，公文書等の管理に関する法律施行令の別表の３３が「行政文書

ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿」（以下「移管・廃

棄簿」という。）と示す文書に該当しない疑いがある。 

３ 鉄道事業法１３条の確認手続について 

鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）１３条では，鉄道運送事業者は，

車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは，その車両が鉄道営業法

１条の国土交通省令で定める規程に適合することについて，国土交通省令

で定めるところにより，国土交通大臣の確認を受けなければならない。ま

た，その車両について，その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業

の用に供しようとするときは，国土交通大臣の確認を受けなければならな

いとしている。  

４ 原処分に対する諮問庁の考え方について 

審査請求人の上記主張を踏まえ，以下，原処分の妥当性について検討す

る。 

（１）図面等について 

諮問庁として，処分庁に対し，文書１に審査請求人が主張する図面等

が含まれていない理由を確認したところ，処分庁は以下のとおり説明す

る。 

図面等の提出については，鉄道事業法施行規則別表第３において規定

されているが，そもそも特定鉄道事業者Ａは鉄道事業法１４条２項に基

づく認定鉄道事業者であるため，所要の手続を簡略化ができ，社内の設

計確認等で完了するものであり，図面等の提出は必要ない。 

仮に図面等の提出が必要であったにもかかわらず，図面等を提出され

ていなかったのであれば，処分庁は確認作業を実施することはできず，

確認書は存在しないはずである。しかしながら，文書１には確認書（平

成１８年３月２０日付け関鉄二第２７９号）の存在が確認することがで

き，このことは特定鉄道事業者Ａから申請された確認手続について，適

切な手順により確認作業を行ったことを立証できるものであり，審査請

求人の図面等がないという主張は認められない。また，本件審査請求を

受け，念のため，執務室，書庫及び倉庫について，文書の探索を行った

が，該当する図面等を確認できなかった。 

諮問庁としても，上記処分庁の説明は是認でき，特段不自然・不合理

な点も認められないことから，文書１を特定し，法５条１号及び２号イ

に該当する部分を不開示とした処分１は妥当であると考える。 
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（２）開示文書が開示請求対象ではない可能性について   

審査請求人は，文書２が，開示対象文書ではない可能性があると主張

していることから，諮問庁として，処分庁に対し，文書２を特定した経

緯を確認したところ，処分庁は以下のとおり説明する。 

文書２については，審査請求人が開示請求した別紙のＣに該当する

「特定鉄道事業者Ｂが特定鉄道車両Ｂを導入する際に行った，車両の構

造装置変更確認申請書（平成１５年７月２４日決裁）」が保存期間を経

過し，かつ廃棄されていることから，別紙の１のＦに該当する文書とし

て，特定したものである。 

別紙の１のＦとして，最初に特定すべき文書は「移管・廃棄簿」であ

るが，該当する文書として，文書２を特定し，開示した。しかしながら，

審査請求人の主張を受け，再度，探索したところ，別紙の３の文書を保

有していることを確認できた。このことについては，開示請求時点で文

書の特定が誤っていたものと考えられ，事務的なミスであったと認めら

れる。よって，別紙の３の文書を開示することとしたい。 

処分庁の上記説明を受け，諮問庁としても，処分２については，別紙

の３の文書を特定し，改めて開示決定等すべきと考える。 

５ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，上記判断を左右するものではな

い。 

６ 結論 

以上のことから，文書１を特定し，法５条１号及び２号イに該当する部

分を不開示とする処分１については，妥当であると考えるが，文書２を特

定して開示した処分２については，別紙の３の文書を特定し，改めて開示

決定をする。 

第４ 調査審議の経過 

  当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年３月２９日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 平成３０年１月２２日  審議 

④ 同年３月１２日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，別紙の１に掲げる文書（本件請求文書）の開示を求め

るものであり，処分庁は，別紙の２に掲げる文書１を特定し，その一部を

法５条１号及び２号イに該当するとして不開示とする決定（処分１）を行

うとともに，別紙の２に掲げる文書２を特定し，その全部を開示する決定

（処分２）を行った。 
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これに対し，審査請求人は，文書１及び文書２（本件対象文書）の外に

も本件請求文書に該当する文書があるはずであるとして原処分の取消しを

求めていると解されるところ，諮問庁は，処分１は維持すべきであるが，

処分２については別紙の３に掲げる文書を新たに追加特定した上で改めて

開示決定等をすべきであるとしている。 

そこで，以下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）文書１について 

  ア 審査請求人は，文書１の特定の妥当性を争い，以下のとおり主張し

ている。 

① 鉄道事業法１３条２項に基づく確認申請では，申請書類に変更前

と変更後の図面を添付することになっていると考えられるが，文書

１には，「変更後の特定鉄道車両Ａの車体図面」が含まれるものの，

「変更前の特定鉄道車両ａの車体図面」は含まれていなかったから，

文書１以外に「変更前の特定鉄道車両ａの車体図面」が存在するは

ずである。 

② 文書１には，運転保安設備について「特定鉄道車両ａに搭載して

いたＡＴＣ（自動列車制御装置）を撤去する」旨が記載されている

が，当該変更に係る図面が含まれていなかったから，文書１以外に

「特定鉄道車両ａのＡＴＣに係る図面」が存在するはずである。 

③ 別件処分で開示された確認手続の文書には運転操作機器の配置図

が含まれていたが，文書１には運転操作機器の配置図が含まれてい

なかったから，文書１以外に「運転操作機器の配置図（変更前の特

定鉄道車両ａ及び変更後の特定鉄道車両Ａの双方）」が存在するは

ずである。 

イ 当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，文書１の特定の経緯及び

審査請求人が主張する上記ア①ないし③の文書の保有の有無等につい

て改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

（ア）本件請求文書１の開示請求は，特定鉄道事業者Ａの特定鉄道車両

Ａについて鉄道事業法１３条に基づく確認手続を行った際の文書の

開示を求めるものであり，行政文書ファイル「平成１７年度～平成

１８年度車両の確認」に「特定鉄道事業者Ａが特定鉄道車両Ａを導

入する際に行った，車両の構造装置変更確認申請書（平成１８年３

月２０日決裁）」（文書１）がつづられていたことから，これを本

件開示請求の対象文書として特定した。文書１には，特定鉄道車両

Ａの確認申請に係る起案文書，特定鉄道事業者Ａから提出された車

両構造装置変更確認申請書及びその添付図面の全てが含まれており，

特定漏れはない。 
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（イ）上記ア①の文書について 

審査請求人は，特定鉄道車両Ａは特定鉄道車両ａの構造装置を変

更するものであるから，その確認申請書には変更後の特定鉄道車両

Ａの車体図面だけでなく，変更前の特定鉄道車両ａの車体図面も添

付されるはずであるから，同車体図面が存在するはずである旨主張

している。 

しかしながら，鉄道事業法施行規則２１条２項及び２０条４項た

だし書により，既に自ら確認を受けた図面と同一のものは，申請書

にその旨記載することにより当該図面の添付を省略することができ

るところ，文書１の構造装置変更確認申請書には特定鉄道車両ａに

ついて既に確認済みであることが記載されていることから，文書１

に特定鉄道車両ａの図面が含まれていないことに何ら不自然な点は

ない。 

（ウ）上記ア②の文書について 

審査請求人は，文書１には特定鉄道車両ａに搭載していたＡＴＣ

を撤去する旨記載されているから，特定鉄道車両ａのＡＴＣに係る

図面が存在するはずである旨主張している。 

しかしながら，上記（イ）のとおり，既に確認を受けた図面は添

付を省略することができるから，文書１に特定鉄道車両ａのＡＴＣ

に係る図面が含まれていないことに何ら不自然な点はない。 

（エ）上記ア③の文書について 

審査請求人は，「運転操作機器の配置図（変更前の特定鉄道車両

ａ及び変更後の特定鉄道車両Ａの双方）」が存在するはずである旨

主張している。 

しかしながら，上記（イ）のとおり，既に確認を受けた図面は添

付を省略することができるから，文書１に変更前の特定鉄道車両ａ

の運転操作機器の配置図が含まれていないことに何ら不自然な点は

ない。 

また，特定鉄道事業者Ａは，鉄道事業法１４条１項の認定を受け

た一般認定鉄道事業者であり，同条２項及び鉄道事業施行規則２８

条により，鉄道事業法１３条２項の確認申請に際し，簡略化された

手続によることができる。簡略手続では，車両の設備「一般」につ

いては，火災対策に係る事項を記載するのみで足り，主要な機器の

配置図を省略することができるから，文書１に変更後の特定鉄道車

両Ａの運転操作機器の配置図が含まれていないことにも何ら不自然

な点はない。 

（オ）以上のとおり，文書１に審査請求人が主張する上記ア①ないし③

の文書が含まれていないことに何ら不自然な点はなく，関東運輸局
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において上記ア①ないし③の文書を保有していない。念のため，処

分庁に指示して関東運輸局の執務室，書庫及び倉庫を探索させたが，

文書１の外に本件請求文書１に該当する文書は発見されなかった。 

ウ 審査請求人が主張する上記ア①ないし③の文書を保有しておらず，

文書１の外に本件請求文書１に該当する文書を保有していない旨の上

記イの諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点はなく，文書１の外に

本件請求文書１の開示請求の対象として特定すべき文書の存在をうか

がわせる事情も認められない。 

したがって，関東運輸局において，文書１の外に本件請求文書１の

開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められな

い。 

（２）文書２について 

ア 本件開示請求は，特定鉄道事業者Ｂの特定鉄道車両Ｂについて鉄道

事業法１３条に基づく確認手続を行った際の文書を保有している場合

は，当該手続に係る文書，既に廃棄した場合は廃棄に係る情報を記載

した文書の開示を求めるものであり，処分庁は，「特定鉄道事業者Ｂ

が特定鉄道車両Ｂを導入する際に行った，車両の構造装置変更確認申

請書（平成１５年７月２４日決裁）の廃棄の状況が記録された文書」

（文書２）を対象文書として特定した。 

文書２は，行政文書ファイル管理簿に記録された行政文書ファイル

「平成１５年度車両の確認」及び同「平成１５年度車両の確認－

２」の情報を用紙に出力したものである。 

イ 審査請求人は，文書２に「廃棄した事実」や「廃棄した年月日」が

記載されていないことから，文書２は公文書等の管理に関する法律施

行令別表３３の移管・廃棄簿に該当しない疑いがあり，また，特定鉄

道車両Ｂの確認手続に係る文書が廃棄されておらず，同文書を保有し

ている可能性がある旨主張している。 

  これに対し，諮問庁は，別紙の３に掲げる文書を特定し，改めて開

示決定等をすべきとしている。 

ウ そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，特定鉄道車両Ｂ

の確認手続に係る文書の保有の有無，文書２の特定の経緯及び別紙の

３に掲げる文書を新たに特定する理由等について改めて確認させたと

こと，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

（ア）本件請求文書２の開示請求は，特定鉄道車両Ｂの確認手続に係る

文書を保有している場合はその開示を求めるものであったので，処

分庁において同文書の保有の有無を調べるため，特定鉄道会社Ｂに

対し，特定鉄道車両Ｂの確認申請の時期等を問い合わせたところ，

特定鉄道事業者Ｂが特定鉄道車両Ｂを導入する際に行った車両の構
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造装置変更確認申請書が平成１５年７月２４日に決裁されているこ

とが判明した。その決裁日からすると，同申請書は，関東運輸局鉄

道部技術第二課が管理する行政文書ファイル「平成１５年度車両の

確認」又は同「平成１５年度車両の確認－２」のいずれかにつづら

れていたと考えられるが，いずれの行政文書ファイルも１０年の保

存期間が満了し，既に廃棄されていた。したがって，上記申請書が

いずれの行政文書ファイルにつづられていたのか特定できないもの

の，いずれにしろ同申請書は廃棄済みであって，保有していない

（なお，別紙の３に掲げる文書には，上記各行政文書ファイルの

「保存期間満了時の措置結果」が「廃棄」，「移管日・廃棄日」が

「２０１５／３／５」と記載されており，本件開示請求前の平成２

７年３月５日に廃棄されていることは明らかである。）。 

（イ）そこで，処分庁において，特定鉄道事業者Ｂが特定鉄道車両Ｂを

導入する際に行った車両の構造装置変更確認申請書（平成１５年７

月２４日決裁）の廃棄の状況が記録された文書を開示することとし

たが，開示を求める文書の種類について開示請求書に優先順位が付

けられていることを見落とし，行政文書ファイル管理簿に記録され

た行政文書ファイル「平成１５年度車両の確認」及び同「平成１５

年度車両の確認－２」の情報を用紙に出力したものを文書２として

特定し，開示した。 

（ウ）しかしながら，本件審査請求を受けて開示請求書を見直したとこ

ろ，最初に特定すべき文書が「移管・廃棄簿」であったことから，

処分庁において，再度探索した結果，別紙の３に掲げる文書を保有

していることを確認することができた。 

（エ）開示請求書の記載からすると，「移管・廃棄簿」を保有している

場合は，これを第１順位として特定すべきであるから，諮問庁と

しても，原処分で文書２を特定したのは誤りであって，別紙の３

に掲げる文書を追加特定し，改めて開示決定等をすべきと考える。 

   なお，念のため，処分庁に指示して関東運輸局の執務室，書庫及

び倉庫を探索させたが，別紙の３に掲げる文書以外に本件請求文書

２に該当し，追加特定すべき文書は発見されなかった。 

エ 以下，検討する。 

   審査請求人が開示を求める特定鉄道車両Ｂの構造装置変更確認申請

書は，行政文書ファイル「平成１５年度車両の確認」又は同「平成

１５年度車両の確認－２」のいずれかにつづられていたと考えられ

るが，いずれの行政文書ファイルも既に廃棄済みであって，関東運

輸局において同申請書を保有していない旨の上記ウ（ア）の諮問庁

の説明に不自然・不合理な点はなく，これを覆すに足る事情も認め
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られない。 

また，開示請求書の記載からすると，上記申請書の「廃棄の状況が

記録された文書」に該当するものとして「移管・廃棄簿」を保有し

ている場合は，これを第１順位として特定すべきであるところ，関

東運輸局において上記各行政文書ファイルの移管・廃棄簿である別

紙の３に掲げる文書を保有していると認められるので，原処分で文

書２を特定したのは誤りであって，別紙の３に掲げる文書を追加特

定すべきである旨の上記ウの諮問庁の説明も首肯することができる。 

他方，別紙の３に掲げる文書の外に本件請求文書２の対象として特

定すべき文書の存在をうかがわせる事情は認められない。 

したがって，関東運輸局において本件請求文書２に該当する別紙の

３に掲げる文書を保有する一方，別紙の３に掲げる文書の外に開示

請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められない

ので，諮問庁が別紙の３に掲げる文書を追加して特定し，開示決定

等をすべきとしていることは，妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人はその他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を左

右するものではない。  

４ 本件各決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，一部開示した各決定については，関東運輸局において，本件対象文書

及び別紙の３に掲げる文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を

保有しているとは認められないので，諮問庁が別紙の３に掲げる文書を対

象として改めて開示決定等をすべきとしていることは妥当であると判断し

た。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙 

１ 本件請求文書 

「下記Ａに示す鉄道車両に係る鉄道事業法１３条に基づく確認手続のうち，

最初に行われたもの（以下「当該手続」という。）」を国土交通省が行った

のであれば下記Ｂの文書，地方運輸局が行ったのであれば下記Ｃの文書。 

Ａ 

（１）特定鉄道事業者Ａの特定鉄道車両Ａ。 

（２）特定鉄道事業者Ｂの特定鉄道車両Ｂ。 

Ｂ 当該手続に係る文書を国土交通省が現在も保有している場合は下記①の

文書，既に廃棄しているのであれば下記②の文書。 

① 「当該手続に係る文書」のうち，１枚目から２００枚目。及び「当該

手続に係る文書」を収めている行政文書ファイルについて，下記Ｄに示

す文書。 

② 「当該手続に係る文書」の廃棄に係る情報を記載した下記Ｆに示す文

書について，紙媒体文書として保有している場合は１枚目から２００枚

目，及び「当該手続に係る文書の廃棄に係る情報」を記載したページ

（ただし，１枚目から２００枚目に当該ページが含まれない場合に限

る），及び下記Ｄに示す文書。紙媒体ではなく電磁的記録として保有し

ている場合は下記Ｅに示す文書。 

Ｃ 当該手続に係る文書を地方運輸局が現在も保有している場合は下記①の

文書，既に廃棄しているのであれば下記②の文書。 

① 「当該手続に係る文書」のうち，１枚目から２００枚目。及び「当該

手続に係る文書」を収めている行政文書ファイルについて，下記Ｄに示

す文書。 

② 「当該手続に係る文書」の廃棄に係る情報を記載した下記Ｆに示す文

書について，紙媒体文書として保有している場合は１枚目から２００枚

目，及び「当該手続に係る文書の廃棄に係る情報」を記載したページ

（ただし，１枚目から２００枚目に当該ページが含まれない場合に限

る），及び下記Ｄに示す文書。紙媒体ではなく電磁的記録として保有し

ている場合は下記Ｅに示す文書。 

Ｄ 行政文書ファイルから「収められた行政文書」を除いた部分（ファイル

に収められた文書の目録等）のうち，１枚目から１０枚目。及び「行政文

書ファイル管理簿に登載されている情報（ファイルの名称，分類，保存期

限等），及びその他の文書管理に係る情報」等が記載されているファイル

の表紙等のうち，１枚目から１０枚目。 

Ｅ 個別ファイルとして保有しているならばそのファイル。個別ファイルで

はなく，データベース等としてサーバシステム上に情報を保有しているの

なら，１つのファイルとして開示できる最大の範囲を出力したエクセル形
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式のファイル（ただし，出力可能範囲が複数の課等に及ぶほど広い場合は

１つの課等を上限とする）。エクセル形式で出力できない場合はＰＤＦ形

式。両形式ともに出力できない場合は「一般的なＷｉｎｄｏｗｓ環境で閲

覧可能であって，かつ，出力可能なもののうち最も普及しているファイル

形式」で出力したファイル。 

Ｆ 公文書等の管理に関する法律施行令の別表の３３が「行政文書ファイル

等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿」と示す文書。左記が存在しな

い場合は，公文書等の管理に関する法律が施行される以前に行政機関の保

有する情報の公開に関する法律施行令の別表第２の３のトが「取得した文

書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録

された帳簿」として示していた文書。左記が存在しない場合は，行政文書

ファイル管理簿。左記が存在しない場合は，その他の「文書の廃棄に係る

情報」を記載した文書。 

 

２ 本件対象文書 

文書１ 特定鉄道事業者Ａが特定鉄道車両Ａを導入する際に行った，車両

の構造装置変更確認申請書（平成１８年３月２０日決裁） 

 

文書２ 特定鉄道事業者Ｂが特定鉄道車両Ｂを導入する際に行った，車両

の構造装置変更確認申請書（平成１５年７月２４日決裁）の廃棄の

状況が記録された文書 

 

３ 改めて開示決定等をすべき文書 

  行政文書ファイル「平成１５年度車両の確認」及び行政文書ファイル「平

成１５年度車両の確認－２」の移管・廃棄簿 

 

 

 


